
 

 野々市市教育委員会教育長 あて 

 

 

埋蔵文化財包蔵地について（照会） 

 

下記の土地における埋蔵文化財の所在及びその取り扱いについて照会します。 

申 請 日 令和 ７年 ●月 ●日 

会 社 名 

氏   名 

●✕建設株式会社 

野々市 太郎 

連 絡 先 
TEL：○○○-○○○○-○○○○  FAX：○○○-○○○○-○○○○ 

メール：nonoichi@…… 

目   的 
☑ 個人住宅 □ 共同住宅 □ 店舗建設 □ 宅地分譲  

□ 駐車場 □ 不動産売買 □ そ の 他（         ） 

土地の所在地 

面    積 

野々市市本町○丁目△番☆号 

面積    150  ㎡ 

工事着手予定時期 

※開発行為等を行う場合のみ 
令和  ７年  △月  △日 

回 答 方 法 □ 来庁  □ 郵送※返信用封筒必須   ☑ メール  □ FAX 

※太枠内の必要事項を記入し、位置図（縮尺 2500 分の１以上）を添付してご提出ください。 

 

上記の照会について、下記の通り回答します。連絡事項の通り、必要な手続きを進めてください。 

回答内容 連絡事項 

□ 
埋蔵文化財包蔵地に 

該当します。 

□ 取り扱いについては、市教育委員会生涯学習課と協議してください。 

□ 工事着手の 60 日前までに、文化財保護法第 93 条第１項に基づく届出の 

提出が必要となります。 

□ 遺跡の詳細を確認する必要があります。 

試掘調査の実施について市教育委員会生涯学習課と協議してください。 

□ 埋蔵文化財に関する調査がすでに完了しており、工事に着手しても差し 

支えありません。 

□ 
埋蔵文化財包蔵地の 

周辺地です。 
埋蔵文化財の有無について確認するため、試掘調査の実施について 

市教育委員会生涯学習課と協議してください。 

□ 
埋蔵文化財包蔵地に 

該当しません。 

工事に着手しても差し支えありません。ただし、工事中埋蔵文化財等を発見

した場合には、すみやかに市教育委員会生涯学習課へ当該事項を連絡して指

示を受けてください。 

※回答時点での情報となります。埋蔵文化財包蔵地は変化する場合がありますので、最新の情報をご確認ください。 

野々市市教育委員会生涯学習課文化財係 

TEL：076-227-6122 Fax：076-227-6258 

Mail：shougai@city.nonoichi.lg.jp 

回答年月日 

令和  年  月  日 

受付印 記入例 

 

 

こちらは記入しないでください。 

該当部分に✓ 


